
第一六九回 

閣第二八号 

   構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 

 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）の一部を次のように改正する。 

 第二十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（酒税法の特例）」を付し、同

条第一項中「併せ」を削り、「酒税法（昭和二十八年法律第六号）第三条第十九号に規定

するその他の醸造酒（米（自ら生産したものに限る。以下この条において同じ。）、米こ

うじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもの

で、こさないものに限る。以下この条及び別表第十八号において「濁酒」という。）」を

「次の各号に掲げる酒類」に、「濁酒の」を「酒類の」に、「別表第十八号に掲げる」を

「同表第十八号に掲げる」に、「濁酒を」を「次の各号に掲げる酒類（同表第十八号にお

いて「特定酒類」という。）を」に、「同法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒」

を「当該各号に定める酒類」に、「（同法」を「（酒税法（昭和二十八年法律第六号）」

に改め、「いう。以下この条」の下に「及び次条」を加え、「には、同法」を「には、酒

税法」に改め、同項に次の各号を加える。 

 一 酒税法第三条第十三号（ニを除く。）に規定する果実酒（自ら生産した果実（これ

に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。）以外の果実を原料としたものを

除く。） 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許 

 二 酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒（米（自ら生産したもの又はこれ

に準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。）、米

こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させ

たもので、こさないものに限る。） 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造

免許 

 第二十八条第二項中「酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒」を「同項各号

に定める酒類」に、「同法」を「酒税法」に改め、「あるのは、」の下に「前項第一号に

定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法（平成

十四年法律第百八十九号）第二十八条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第

二号に定める酒類の製造免許にあっては」を加え、「第二十八条第一項に規定する濁酒」

を「第二十八条第一項第二号に掲げる酒類」に改め、同条第三項中「又は同項」を「、同

項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類」に改め、「なくなった場合」の下に「又

は同項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定

に違反した場合」を加え、「、同項」を「、第一項各号に定める酒類」に改め、同項を同

条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

３ 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造し

た同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に

所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省



令で定める場合を除き、販売してはならない。 

 第二十八条に次の一項を加える。 

５ 酒税法第七条第三項第三号（果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。）の規

定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者につ

いては、適用しない。 

 第二十八条の次に次の一条を加える。 

第二十八条の二 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される

当該地域の特産物である農産物を用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが

必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定

の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号

に掲げる酒類（別表第十八号の二において「特産酒類」という。）を製造しようとする

者（内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画（第六条第一項の規定によ

る変更の認定があったときは、その変更後のもの）に定められた同表第十八号の二に掲

げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」

という。）が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、酒税法第七条第

二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」と

あるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キ

ロリットル」とする。 

 一 酒税法第三条第十三号（ニを除く。）に規定する果実酒（当該地方公共団体の長が

当該地域の特産物として指定した果実（当該構造改革特別区域内において生産された

ものに限る。）以外の果実を原料としたものを除く。） 同条第十三号に規定する果

実酒の製造免許 

 二 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール（酒類（他の製造場において製造さ

れたものに限る。）及び農産物（当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指

定したもので、当該構造改革特別区域内において生産されたものに限る。）又はこれ

らと他の物品（酒類及び農産物を除く。）を原料としたものに限る。） 同号に規定

するリキュールの製造免許 

２ 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免

許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡

を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は

販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒

類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法（平成十四年

法律第百八十九号）第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第

二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域

法（平成十四年法律第百八十九号）第二十八条の二第一項第二号に掲げる酒類に限る旨

の」とする。 



３ 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合又は同項の規定の適用を

受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった

場合には、税務署長は、同項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。 

４ 酒税法第七条第三項第三号（果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。）の規

定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者につ

いては、適用しない。 

 別表第十八号中「濁酒」を「特定酒類」に改め、同号の次に次のように加える。 

十八の二 特産酒類の製造事業 第二十八条の二 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この法律の施行の日前にこの法律による改正前の構造改革特別区域法（以下「旧法」

という。）第二十八条第二項の規定により読み替えられた酒税法（昭和二十八年法律第

六号）第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲を旧法第二十八条第一

項に規定する濁酒に限る旨の条件は、この法律による改正後の構造改革特別区域法（以

下「新法」という。）第二十八条第二項の規定により読み替えられた酒税法第十一条第

一項の規定により付された製造する酒類の範囲を新法第二十八条第一項第二号に掲げる

酒類に限る旨の条件とみなす。 



     理 由 

 経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、特定農業者による果

実酒の製造並びに地域の特産物を用いた果実酒及びリキュールの製造に係る酒税法の特例

措置を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


